
 

 

 

第 3 章 住宅・住環境の課題 

 

 

 

序章 計画の目的と位置付け 

 

本市では、平成 23（2011）年 3 月に「富田林市住生活基本計画」を策定し、市の特性に応じた住

宅施策を推進してきました。その後、住宅やまちづくりを取り巻く環境の変化、上位計画の策定を踏

まえ、新たな住宅施策に対応した方針を示すことが必要となっていることから、総合的かつ計画的な

住宅施策を推進するため、「第２期富田林市住生活基本計画」を策定します。  

 

計画の対象は富田林市全域です。  

令和３年度（2021）年度から令和 12 年度（2030）年度までの 10 年間とします。  

第１章 住宅・住環境等の状況 

本市の人口は平成 12（2000）年をピークに減少し、少子高齢

化が進んでおり、65 歳以上人口比率は約 27％となっています。 

本市の空き家率は約 13％であり、増加傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30（2018）年における本市の住宅の所有関係をみると、

持ち家が約３分の２を占め、残りの約３分の１が借家となってい

ます。  

大阪府全体と比べると、本市における住宅の所有関係は下記の

とおりとなります。  

①持ち家率が高く、借家率が低い  

②借家のなかでは民営の借家が少なくＵＲ・公社の借家が多い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 住宅・住環境に対するニーズ 

市民アンケートの結果では、住み替え意

向についての回答は、「住み替えたい」が

20.4％、「現在の住宅に住み続けたい」が

65.8％、「わからない」が 13.8％でした。 

 

 

 

 

重要と考える住宅施策の取り組みにつ

いての回答では、「高齢者や障がい者の居

住へのサポート」「若者、子育て世帯の定

住支援」「災害に強いまちづくり」等が上

位に挙げられています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状 

・人口減少と高齢化の急速な進展 

・子育て世代の転出超過傾向 

・高齢者のみ世帯、ひとり親世帯などの増加 

・住宅のバリアフリーに対する満足度が低い。 

・「高齢期の住みやすさ」を目的とする住み替えや

リフォーム等の意向が多い 

・国の新たな住宅セーフティネット制度の施行 

課題 

(1)増加する空家への対策 

(2)良好な住宅ストックの形成 

(3)公的住宅の適正管理・有効活用 

課題 

(1)豊かな自然環境や歴史資源を活かした居住 

魅力の向上 

(2)持続可能で歩いて暮らせる住環境の形成 

(3)災害に備え安心して暮らせる住環境の確保 

(4)地域コミュニティとの協働の取り組み 

【人口・世帯数の推移　富田林市】 【人口・世帯数の推移　大阪府】

資料：国勢調査（各年10月１日）
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課題 

(1)若年世帯・子育て世帯が住みやすい住宅・住

環境の確保 

(2)高齢者が住み慣れた地域で住み続けられる

住宅・住環境の確保 

(3)住宅確保要配慮者の居住安定の確保 

(4)多様な世代や住民が安心して暮らせる住

宅・住環境の確保 

【居住の視点】 

 

 

富田林市総合ビジョンお

よび総合基本計画に即し、

国の住生活基本計画（全国

計画）に即する大阪府の住

まうビジョン・大阪や市の

各関連計画との整合を図り

ます。  

 

【住宅ストックの視点】 

現状 

・人口減少に伴い増加する空家への対策 

・住宅ストック活用型社会への転換 

・市営住宅の老朽化への対応 

・金剛地区における建物老朽化、コミュニティ弱

体化等の問題 

現状 

・居住魅力となりうる多彩な地域資源が存在 

・人口減少・少子高齢化に備え、歩いて暮らせる

住環境の形成の必要性 

・市民の災害対策への意識の高まり 

・地域共生社会の実現に向けた取り組みの必要性 

【住環境・まちづくりの視点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市 

総合ビジョン 

および総合基本計画 

国 

・住生活基本計画（全国計画） 

都市計画マスタープラン 

高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画 

公共施設等総合管理計画 

耐震改修促進計画 

空家等対策計画 など 

第２期富田林市 

住生活基本計画 

大阪府 

・住まうビジョン・大阪 

（大阪府住生活基本計画） 

＜計画の目的＞ 

＜計画の対象および期間＞ 

＜計画の位置付け＞ 

【重要だと思う取り組み（複数回答：３つを選択）】
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居住安定の確保

若者、子育て世帯の定住促進

に向けた支援（家賃補助や…

福祉施策と連携した高齢者や

障がい者の居住サポート

既存住宅や空き家等の活用に

よる中古住宅の流通促進

住宅の耐震診断や

耐震改修の促進

住宅の省エネ化、

自然エネルギー活用の促進

住宅のバリアフリー化の促進

住宅取得や     等に関する

情報提供、助成制度の充実

分譲マンションの管理組合へ

の情報提供や建替えへの支援

富田林市の歴史資源や地域特

性に配慮した良好な景観づ…

公営住宅や大規模団地の建替

えによるまちづくり

狭隘道路の拡幅や建物不燃化

など災害に強いまちづくり

その他

（％）（N=819）

若者、子育て世帯の定住促進に向け
た支援（家賃補助や取得一時金等）

富田林市の歴史資源や地域特性

に配慮した良好な景観づくり

【所有関係別住宅数の推移　富田林市】 【所有関係別住宅数の推移　大阪府】

注１：居住世帯のある住宅について集計。　注２：持ち家

率、借家率は、住宅所有関係「不詳」を含めて算出。

資料：平成５年以前は住宅統計調査、平成10年以降は住宅・

　　　土地統計調査（各年10月１日）
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【住宅所有関係（詳細）富田林市・大阪府（平成30年）】

注：居住世帯のある住宅について集計。

資料：平成30年住宅・土地統計調査（10月１日）
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【住み替え意向】

【住み替え意向】

〈世帯主年齢（N=862）〉

39歳以下

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65歳以上

〈家族類型（N=870）〉
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夫婦と子

一人親と子

親と子と孫

夫婦と親

その他

〈同居家族（N=818）〉

18歳未満の子

要支援・要介護者

障がい者手帳保有者

〈住宅の種類（N=869）〉

持ち家（戸建て）

持ち家（マンション等）

民間賃貸住宅

府営・市営住宅

UR・公社賃貸住宅

その他

〈住宅の間取り（N=865）〉
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18歳未満の子
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障がい者手帳保有者

〈住宅の種類（N=869）〉
持ち家（戸建て）

持ち家（マンション等）
民間賃貸住宅

府営・市営住宅
UR・公社賃貸住宅

その他
〈住宅の間取り（N=865）〉

1LDK・2DK程度以下
2LDK・3DK程度
3LDK・4DK程度

4LDK程度
5LDK以上

〈住宅の築年数（N=821）〉
9年未満

10～19年
20～29年
30年以上

住み替えたい 現在の住宅に住み続けたい わからない（％）

【住み替え意向】

【住み替え意向】

〈世帯主年齢（N=862）〉
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要支援・要介護者

障がい者手帳保有者
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持ち家（戸建て）
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その他

〈住宅の間取り（N=865）〉
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合計（N=882）
〈世帯主年齢（N=862）〉

39歳以下
40～49歳
50～59歳
60～64歳
65歳以上

〈家族類型（N=870）〉
単身

夫婦のみ
夫婦と子

一人親と子
親と子と孫

夫婦と親
その他

〈同居家族（N=818）〉
18歳未満の子

要支援・要介護者
障がい者手帳保有者

〈住宅の種類（N=869）〉
持ち家（戸建て）

持ち家（マンション等）
民間賃貸住宅

府営・市営住宅
UR・公社賃貸住宅

その他
〈住宅の間取り（N=865）〉

1LDK・2DK程度以下
2LDK・3DK程度
3LDK・4DK程度

4LDK程度
5LDK以上

〈住宅の築年数（N=821）〉
9年未満

10～19年
20～29年
30年以上

住み替えたい 現在の住宅に住み続けたい わからない（％）
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 ＜基本目標＞ 

第４章 住宅施策の基本理念・基本目標 第 5 章 施策方針 第 6 章 計画推進方策 
    

 

・空家に関する住宅相談体制等の充実 

・空家の実態調査、情報整理、空家所有者への啓発、支援 

・空き家バンク制度の周知および活用促進  

・老朽危険空家の除却補助制度の活用促進 

・長期優良住宅の普及、省エネ化、自然エネルギー活用促進 

・長寿命化住宅建設に対する各種税額控除  

・大阪府リフォームマイスター制度の周知  

・分譲マンションの管理・建替えサポートシステムの専門家派遣 

・市営住宅の長寿命化、環境負荷低減に向けた改善  

・金剛地区の再生・活性化に資する取り組みの推進 

・新婚子育て世帯向けの家賃補助制度（大阪府、ＵＲ）  

・若者・子育て世代転入促進給付金制度 

・フラット 35［子育て支援型・地域活性化型］ 

・地域の子育て支援拠点等の支援施設の充実  

・介護保険制度利用による住宅バリアフリー改修補助  

・公的賃貸住宅のバリアフリー改修 

・駅や道路のバリアフリー化と維持管理  

・高齢者の見守り・生活支援の充実 

・高齢者の住まいに関する情報収集・相談窓口の設置  

・Osaka あんしん住まい推進協議会との連携 

・「あんぜん・あんしん賃貸住宅」の周知  

・要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の普及・登録促進 

・市営住宅入居募集方法の見直し 

・重度障がい者等住宅改造助成 

・住宅相談体制等の充実 

・外国人向けの生活支援策の検討 

・移住・定住促進につながる情報発信 

・寺内町の歴史的街並みを活かしたまちづくりの推進  

・緑の保全とネットワークの形成 

・市民や事業者等による緑化・景観形成活動の支援 

・開発指導、建築協定等による良好な住環境の維持・向上 

・建替時の優良建築物等整備事業の検討  

・都市機能や居住機能誘導によるコンパクトなまちづくりの推進 

・耐震診断補助制度、耐震改修補助制度の活用促進 

・耐震改修住宅の税制優遇措置の周知 

・地域住民による自主的な防災活動の支援  

・校区交流会議での地域課題の共有や校区プログラムの支援など 

・地域住民による防犯活動の支援 

・防犯モデルマンション登録制度の周知  

 

計画の進捗管理として、評価・検証の目安

となる指標および目標値を以下の通り、定

めます。 

指標 現状 目標値 

子育て世帯におけ

る最低居住面積 

水準未満率 

平成 30 

（2018）年 

3.4％ 

早期に改善 

最低居住面積 

水準未満率 

平成 30 

（2018）年 

3.8％ 

早期に改善 

年間転出超過人数 

平成 27 

（2015）年 

588 人 

令和 8 年 

0 人 

10 年間の 

空家増加率 

平成 25 

（2013）年 

26% 

令和 5 年 

16% 

住宅の耐震化率 

平成27 

（2015）年 

83％ 

令和7年 

95％ 

自主防災組織数 

平成 27 

（2015）年度 

61 組織 

令和 8 年度 

120 組織 

 

 
計画の進捗管理にあたっては PDCA サイク

ルに基づき、着実に取組の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

概ね 5 年を基本として、計画の進捗状況を

確認するとともに、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

 

 
計画（Plan） 

計画の策定・改定 

実行（Do） 

施策･事業等の実施 

評価･検証（Check） 

施策･事業等の実施 

改善（Act） 

施策･事業等の見直し 

＜基本目標＞ ＜基本理念＞ ＜施策方針＞ ＜実施施策＞       【SDGs 目標】 ＜指標および目標値＞ 

＜進捗管理＞ 

(1) 豊かな自然・歴史資源を活かした居住魅力の向上 (1) 

(2) 住みやすい魅力ある住環境の形成 (2) 

(3) 災害に強い住まい・住環境の形成 (3) 

(4) 地域コミュニティにおける取り組みの推進 (4) 

(1) 空家対策の推進 (1) 

(2) 良質な住宅ストックの形成 (2) 

(3) 公的住宅ストックの有効活用 (3) 

(1) 若年世帯・子育て世帯が住みやすい 

住宅・住環境の確保 
(1) 

(2) 高齢者が住み慣れた地域で住み続けられる 

住宅・住環境の確保 
(2) 

(3) 重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築 (3) 

(4) 多様なライフスタイルに対応した 

住まいまちづくり 
(4) 

次
世
代
に
継
承
で
き
る 

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成 

基本目標 2 

住
み
続
け
た
い
、
住
み
た
い
と
思
え
る
魅
力
あ
る
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

                                                                     住まうビジョン・とんだばやし 第２期富田林市住生活基本計画  

誰
も
が
安
心
し
て
快
適
に
住
み
続
け
ら
れ
る 

良
好
な
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

基本目標 1 

住
み
続
け
た
い
、
住
み
た
い 

魅
力
あ
る
住
環
境
の
形
成 

基本目標 3 
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